
「北海道 VR推進協議会」会員規約 

 

「北海道 VR 推進協議会」は、以下の北海道 VR 推進協議会会員規約に準じて活動を実

施する。 

   

第 1 条（目的）  

北海道 VR 推進協議会（以下、当協議会とする）は、北海道バーチャルリアリティのプラットフォ

ームの構築と利用の推進を支援し、自動運転、ドローン利用等 ICT・AI・IoT 利用の推進のた

めの実験場であるバーチャルリアリティのプラットフォームの構築提供とリアルな実験場を提供

する戦略特区の利用の推進を検討し、これらに関与する人材育成をすることによって、産業と

文化の融合に寄与することを目的とする。この目的を達成するために定款第 8 章賛助会員の

章に従い、本会員規約（以下本規約という）を定める。  

 

第 2 条（事業）  

１当協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  

（１） 北海道における VR の推進に関する調査研究開発の実施  

（２） 北海道における VR の推進に関するシンポジウム、研究会、講演会、講習会、展示会等

の開催  

（３） 北海道における VR の推進に関するプラットフォーム構築  

（４） その他当協議会の目的を達成するために必要な事業   

２ 前項各号の事業は、日本国及び海外において行うものとする  

 

第 3 条（本規約の範囲・適用・変更）  

本規約は、特別の定めのない限り、当協議会と当協議会会員全てに適用されるものとする。  

本規約の内容は、当協議会が必要と認めた場合には、会員個別の承諾を得ることなく変更できる

ものとする。変更後の本規約は、当協議会の定める時期より効力を生じるものとする。  

 

第 4 条（会員・会員種別）  

会員とは当協議会の目的及びその活動に賛同する者で、当協議会が定める条件を満たし入会を

認めた者とする。  

・正会員：当協議会の目的に賛同し、所定の手続きにより申込みを行い当協議会が入会を認めた

法人または団体  

・各種研究会会員：当協議会の目的に賛同し、所定の手続きにより申込みを行い当協議会が入会

を認め、かつ当協議会の研究会に所属する法人または団体  

・官学会員：当協議会の目的に賛同し、所定の手続きにより申込みを行い、当協議会が入会を認

めた官学団体  



第 5 条（会員特典）  

会員は、当協議会が提供する以下の特典を利用することができるものとする。 会員は当協議会

が必要とした場合、その特典の提供中止または内容変更があることを予め承諾するものとする。  

「正会員・官学会員」 

 正会員・官学会員の会員特典を別表１に示す。 

「各種研究会会員」 

各種研究会会員の会員特典を別表２に示す。 

 

第 6 条（入会）  

会員となる者は本規約を承認の上、当協議会所定の入会申込書に登録内容を記載し送付する。当

協議会代表理事の承認を経て、指定する口座への年会費の納付を行い、これの受理をもって会員

登録とする。当協議会にて入会申込書を受理後、一定期間が経過しても会費の納入が確認されな

い場合は入会申し込みの取消とする。  

 

第 7 条(年会費)  

会員は当協議会に対し別表３に定める年会費を支払うものとする。 ただし、事業年度（１月～

12 月）途中に入会した会員の会費は、会員となった月により四半期ごとに以下の通りの割合で

計算する。 

① １月～３月入会：全額 

② ４月～６月入会：４分の３ 

③ ７月～９月入会：２分の１ 

④ 10 月～12 月入会：４分の１ 

 

第 8 条（会員期間・会員資格の更新）  

当協議会から入会を承認された会員は、会員登録された日からその年の 12 月末日まで会員資格

を有するものとする。 会員は毎年１月１日にその会員資格を更新するものとする。会員は退会

の届出がない限り１年毎に自動更新とする。  

 

第 9 条（会員資格の喪失）  

会員は次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。  

① 退会する場合  

② 年会費を納入せず、督促後なお会費を３ヵ月以上未納入の場合  

③ 当協議会解散の場合 

④ 除名の場合 

 

第 10 条（退会）  

会員は、退会届を当協議会に提出し、任意に退会することができる。 退会時には既納の年会費

はいかなる理由があってもこれを返還しないものとする。  



第 11 条（除名）  

会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の決定に基づき当協議会より会員に通知の上

除名することができる。  

① 当協議会の名誉を傷つける行為、または当協議会の目的に反する行為や目的遂行の妨害をし

たとき  

② 当協議会の会員としてふさわしくないと判断したとき  

 

第 12 条（会員資格の喪失に伴う権利及び義務）  

会員が第 9 条の規定によりその資格を喪失した時は、当協議会に対する権利を失う。ただし、会

員がその資格を喪失しても、当協議会にすでに納入した年会費等その他の拠出金は、理由の如何

を問わず返還しないものとする。  

 

第 13 条（運営事務局）  

当協議会は、運営事務局を株式会社フォーラムエイト（東京都港区）内におく。  

運営事務局は、入会・退会の受付、会員への諸連絡、会議の開催など当協議会の運営に関わる事

務を行う。  

 

第 14 条（会長）  

当協議会は、代表理事により選任された会長 1 名をおく。  

会長は会員の代表として、会員組織の運営にあたる。  

特に定めがない限り会長は無報酬とする  

 

第 15 条（運営委員会）  

当協議会は、会員組織の運営を行うために運営委員会をおく。  

運営委員は、会長、事務局、代表理事により承認された研究会およびプロジェクトの代表者から

構成される。運営委員には、代表理事により選任されたものを含めることができる。  

運営委員会の決議事項は、代表理事の承認を得るものとする。 特に定めがない限り運営委員は

無報酬とする。  

 

第 16 条（研究会）  

当協議会は、会員活動の場として研究会をおく。  

会員は入会時の希望により研究会への参加申請を行い、承認された場合は研究会で活動するこ

とができる。 会員は複数の研究会に参加することができる。  

研究会には代表理事に承認された研究会長及び、必要に応じて副研究会長をおくことができる。  

研究会は代表理事の承認を得ることで、設置、解散が行える。  

会員は、当協議会の必要に応じて各種研究会が設置・解散されることをあらかじめ了承する。  

 

 



第 17 条（プロジェクト）  

当協議会は、必要に応じて代表理事の承認を得ることで特定の課題に対応するためのプロジェ

クトを設置することができる。 プロジェクトは必要に応じて会員以外のメンバーを含めること

ができる。  

 

第 18 条（活動成果の公開）  

研究会の活動により得られた成果は別段の定めがない限り、原則として会員及び非会員に公開

される。 プロジェクトにおける成果の公開は、プロジェクトごとに代表理事の承認を得て決定

するものとする。  

 

第 19 条（知的財産権の扱い）  

当協議会の活動により発生した知的財産権の取り扱いについては、原則として著作者がその権

利を保有する。 会員の共同作業により著作物が発生する場合は、その成果に貢献する会員で事

前に協議し代表理事の承認を得るものとする。  

 

第 20 条（機密保持）  

当協議会の活動において会員が開示する情報は、公知の情報として扱われる。 ただし、別途当

事者間で締結される機密保持契約の下に開示される情報はこの限りではない。  

 

第 21 条（成果の利用）  

当協議会の活動により得られた成果を利用する場合は、利用者の責任において利用するものと

し、成果の利用により万一利用者そのほかの第三者に損害が発生した場合であっても、当協議会

は一切の責任を負わない。  

 

第 22 条（個人情報の取扱）  

当協議会は、会員が入会時に届出た法人名、代表者、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレ

ス等の使途について別途提示する個人情報の取扱方法及び目的に基づき使用を行うものとする。  

 

第 23 条（届出事項の変更）  

会員は、当協議会に届出た法人名、代表者、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等に変更が

生じた場合は、遅滞なく当協議会所定の方法により届出るものとする。  

 

附則  

本規約は平成 31 年 1 月 1 日より施行する。  

 

平成 31 年 1 月 1 日  

東京都港区港南二丁目１５番１号 品川インターシティＡ棟２１階 

一般財団法人 北海道 VR 推進協議会  理事長 伊藤 裕二 



別表１ 

会員特典（正会員・官学会員） 

〇北海道 VR データのダウンロード 

  バーチャルリアリティのプラットフォームに格納された各種ＶＲデータのダウンロ

ードが行える。 

〇研究会への優待会費での入会が可能 

  本協議会が別途設置する研究会に優待会費で入会することができる。 

〇当協議会ホームページ会員リストへのリンク掲載 

  当協議会がホームページに掲載する会員リストに会員情報をリンク掲載する。 

〇会員向けメーリングリストへの登録および情報配信 

  当協議会が今後、発信する会員向けメールマガジンの購読と会員に向けた各種情報

メールの配信が行える。 

〇ＶＲデザインスタジオソフトの優待購入 

  ダウンロードしたデータの閲覧や加工等が行えるソフトが当協議会向けの特別優待

価格で購入できる。 

〇当協議会からの人材・機材等の紹介やアドバイス 

  ＶＲプレゼンテーション等を実施するにあたっての人材の紹介や機材（ドライブシ

ミュレータ、体験シミュレータ、デジタルサイネージシステム等）の会員向け特別価格

での利用、プレゼンテーション実施に関するアドバイスが受けられる。 

〇関連セミナー・シンポジウム等への参加（聴講、発表等） 

  当協議会が開催する各種関連セミナー・シンポジウムに無料または優待価格で参加

することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２ 

会員特典（各種研究会会員） 

〇各研究会の会議、セミナー等への参加 

  各研究会が企画・開催する会議、セミナー等へ参加することができる。 

〇関連セミナー・シンポジウム等への参加（聴講、発表等） 

  当協議会が開催する各種関連セミナー・シンポジウムに優待価格で参加することが

できる。 

〇当協議会ホームページ会員リストへのリンク掲載 

  当協議会がホームページに掲載する会員リストに会員情報をリンク掲載する。 

〇会員向けメーリングリストへの登録および情報配信 

  当協議会が今後、発信する会員向けメールマガジンの購読と会員に向けた各種情報

メールの配信が行える。 

〇ＶＲデザインスタジオソフトの優待購入 

  ダウンロードしたデータの閲覧や加工等が行えるソフトが当協議会向けの特別優待

価格で購入できる。 

〇当協議会からの人材・機材等の紹介やアドバイス 

  ＶＲプレゼンテーション等を実施するにあたっての人材の紹介や機材（ドライブシ

ミュレータ、体験シミュレータ、デジタルサイネージシステム等）の会員向け特別価格

での利用、プレゼンテーション実施に関するアドバイスが受けられる。 

 

 

 

 

別表３  

会員種別による年会費（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

会員種別  正会員 
各種研究会 

会員 
官学会員 

年会費  10 万円 

5 万円 

（正会員は 2 万円） 

※１研究会につき 

無料 

※年会費は、税込み価格 

 

以上 


